
- 1 -

少子化対策・女性の活躍促進特別委員会記録

開催日時 平成２９年９月１２日（火） １０：０７～１１：２７

開催場所 第１委員会室

出席委員 ８名

大国 正博 委員長

佐藤 光紀 副委員長

川口 延良 委員

荻田 義雄 委員

山本 進章 委員

出口 武男 委員

中村 昭 委員

山村 幸穂 委員

欠席委員 １名

米田 忠則 委員

出席理事者 福西 こども・女性局長 ほか、関係職員

傍 聴 者 なし

議 事

（１）９月定例県議会提出予定議案について

（２）その他

＜会議の経過＞

○大国委員長 それでは、ただいまより少子化対策・女性の活躍促進特別委員会を開会い

たします。

本日、傍聴の申し出があれば、２０名を限度に入室していただきますので、ご承知くだ

さい。

それでは、案件に入ります。

９月定例県議会提出予定議案のうち、当委員会に関連する議案は、お手元に配付してお

ります各特別委員会に関連する提出予定議案のとおりです。

なお、議案の説明については、９月８日の議案説明会で行われたため省略いたします。

それでは、提出予定議案またはその他の事項も含めまして質問があれば、ご発言願いま

す。
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○山村委員 きょうは１点だけ学童保育について、お伺いしたいと思います。学童保育、

放課後児童クラブで、子どもたちの放課後を安全に、健全に過ごす居場所ということで、

大きな役割を果たしています。もともと働く父母が子どもたちのために手づくりによって

始めてきたもので、私自身も、子どもがその時代につくる運動をさせていただいて、皆さ

んと一緒につくってきたという経過もあります。

そういう中で、どんどん運動が進む中で法制化され、子ども・子育て支援新制度で、一

定の水準確保ということで予算措置も行われています。前進したと思っていますけれども、

それでも実態としては、支援員の方の低賃金あるいは保護者にとっては利用料の負担とい

うことで、改善すべき問題があるように思っています。

そこで奈良県の利用料の状況についてお伺いしたいと思うのですけれども、県でいただ

いた資料によりますと、それぞれの地域によってかなり格差があります。それから、多く

の市町村が奈良県の場合は減免制度をつくって実施しているということで、そういう点で

も頑張っているという気はしているのですけれども、この間の利用料の値上げが、例えば

香芝市でも３，５００円が一挙に７，０００円に上げるという案が提案され、その場合、

あまりにも高過ぎるとかなり反対の声も広がって、結局は５，０００円になったそうです。

それ以外におやつ代が１，５００円、延長１時間ごとに１，０００円なので、午後７時ま

で預けると８，５００円という負担になるということで、本当にこの高い負担を何とかな

らないのかという思いも聞いているのですけれども、現状について、県としてはどのよう

に捉えているのか、お伺いしたいと思います。

○正垣子育て支援課長 放課後児童クラブの利用料についてです。放課後児童クラブにつ

いては、運営等に補助があります。その中には、平日に１８時を超えて開所する場合など

の加算補助などを制度化されているところです。しかしながら、クラブの運営費の増加な

どにより、利用料の徴収に至っているところです。

放課後児童クラブの利用料については、各市町村がそれぞれの運営状況により利用料を

設定しているところです。県としては、放課後児童クラブの利用料については、市町村で

それぞれの地域の状況に応じて定められるものと考えています。以上です。

○山村委員 地域によって、すごく頑張っておられるところでは２，０００円とか１，０

００円とかという安いところもあれば、高いところだと先ほど申したように７，０００円

とか、民間でやっているものは別にして、公営でもそういう高くなっている実態が一方で

あると思っています。
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この間、国の交付金という形で市町村に交付される部分がさまざまあると思うのですけ

れども、その中で市町村が費用の３分の１は負担することになっていますので、市町村自

身の財政の状況、あるいはそれぞれの市町村の考え方によって左右されるという格差が生

じる状況があるのではないかと思っています。

さらに、この事業では、ほぼ事業費の半額程度を保護者が負担をするという考え方と聞

いているのですが、そうなりますと、やはり負担は徐々に上がっていく可能性があるとい

うことです。補助金が増加すれば保護者の負担も増加することにもつながるということで、

大変ゆゆしいことだと思っています。私としたら、県も何らかの支援という形でやってい

ただいていると思うのですけれども、こういう利用料の負担を抑えるために手だてがない

のかということが１点。

それからもう一つは、市町村が減免制度をやっていただいているのは、やはりひとり親

の世帯とか貧困の家庭が利用されている場合が非常に多いということで、そういう世帯に

対して、貧困対策という形で減免制度を実際にやっていただいているということで、それ

は独自の頑張りだと思っているのです。そういうことに対して、全国で初めて福岡県で子

どもの貧困対策として市町村が非課税世帯について減免を行った場合に、５，０００円や

２，５００円など上限があるのですけれども、半額を補助すると、そういう予算をつけて

応援しているという制度ができたと聞いています。非常にいいことではないかと思ってい

ます。

子どもの貧困対策の一つとして県もそういう形で何らかの手だてがとれないのか、頑張

っている市町村を応援する、ひいては子どもたちのためにそういう支援を行うことが今後

考えられないのかと思っているのですか、その点についてお伺いしたいと思います。

○正垣子育て支援課長 市町村によりましては、放課後児童クラブの利用料について、生

活保護世帯、非課税世帯に対する減免制度を設けたり、兄弟等での２人目からの料金を減

額したりして進めておられるところもあります。放課後児童クラブについては、児童の健

全育成を図るものであり、仕事と子育ての両立支援策としても非常に重要と考えています。

今後、市町村に放課後児童クラブの状況も確認したいと考えています。以上です。

○山村委員 今すぐ、これができるとお答えをいただけないものとは思うのですけれども、

貧困対策でいいましたら、例えば沖縄県などでは、県が６年間で３０億円の予算を組んで

市町村を支援するとか、そういう目に見える形でのいろいろな支援策を検討されている状

況もあります。福岡県もその一つだと思うのですけれども、奈良県としても今後の課題で
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あると思いますので、そのことを位置づけて議論に上げていただきたいと思いますので、

その点だけお願いしたいと思います。

○荻田委員 通告もしていませんけれども、感じたことだけ話をしておきたいと思いま

す。きのう、テレビでもしていましたけれども、人生１００年時代という中で、人づくり

改革をしようということで、政府においてそれぞれの主管大臣、片方は国民の代表として、

１９歳から８３歳までだったと思いますけれども、それぞれ各分野で活躍されている方々

に集まっていただいて、諮問会議がございました。特に、高齢化がどんどん進んでいく。

現在、国の政策、私たちの都道府県、市町村でも同じことですけれども、高齢化が進めば

進むほど、長寿社会にどのように対応していくか。反面、少子化対策をどのように捉えて

いくのか、これからの重要な課題でありますし、国は国の動きとして、教育、雇用、社会

保障など幅広い分野での形をしながらも、長寿社会に合った制度設計改革をすると。さら

に、幼児教育、保育の無償化、財源をどうしていくのか、これも４年間の期間を設けて、

実行できる、実現できる政策を考えていこうとスタートしたところです。本県については、

例えば財政の規律を守っていくためには、これからの人口動態をどんどん少子化を解消し

ていく施策が、一番のキーポイントになるのでないかと思われます。

そこで、荒井知事も少子化対策として、どのようにやっていくか、もちろんこのことに

ついては、若い人たちが結婚して、子育てをする。子育てをするけれども、預け入れる保

育所になかなか上手く入れない。特に、この間、統計上は奈良市では２００人余り、待機

児童がおられる。橿原市でも数十人、県下市町村ではあまりそのようなことは見られない

のですが、新興住宅、新しいまちづくりによって派生をした、奈良市、橿原市、香芝市が、

待機児童がおられるのではないかと推測をしていますし、実際にそうだろうと思われます。

それはあくまでも保育行政ですから、市町村の仕事としてどのように解消していくかに

なるかと思います。奈良県下全般として、この少子化対策に関わる、若い人が結婚して子

育てをしていく中で、保育園の待機児童の解消策は、市町村でやっていればよいと思われ

るのですが、県として保育士が非常に少ないこともありますし、そういった問題の解決も

県としてされている。あるいは、このまちづくり協定によって、そういったものもあるの

かないのかはわかりませんが、県と市との連携協定の中で問題意識を、少子化対策につい

て本当にどこまで踏み込んでやっておられるのか。まず１点、こども・女性局長からでも

結構ですし、よろしくお願いします。

○福西こども・女性局長 結論的に、待機児童対策ということで、ご質問をいただいたと
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思っています。

冒頭におっしゃったように、少子化と女性の活躍は切っても切れないこともありますし、

その中で仕事と育児をあきらめないでした場合、どうしても子育て環境の中で、保育所を

整備するのは重要な課題であると考えています。市町村の中で、待機が発生していること

は、奈良県においてもございます。特に奈良市が多く、次に生駒市、橿原市、市部におい

ては待機が出ています。県としても、委員がお述べのように、市町村に任せるのではなく、

手を携えてという姿勢でしています。

ただ、その内容としては、かねてから申し上げていますように、施設の整備が定員をふ

やすことの大前提にあるわけですが、急激に保育を必要とする親がふえたこともあり、潜

在的にニーズを持った方々が出てくるということで、施設を建ててもなかなか充足しない

実態になっています。

そういうことを捉えますと、国では平成２７年度から導入して、奈良県では今年度から

補助制度をしている企業内での保育、企業主導型と申しますが、企業でも保育所を建てて

いただく取り組みも加速しながら努めていきたいと、ハード的な整備をしていることがま

ず１点あります。

次に、保育士確保においては、かねてからミスマッチや、なかなか処遇の改善にならな

いなどもありますので、総合的に解決していきたいということで、県としては人材バンク

を持っています。人材バンクでそれぞれの雇用主側、保育士の両方の意見を聞き、希望を

聞きながら、マッチングをしています。また、保育士の定着では、保育士が仕事に誇りを

持ってはいますが、将来を見据えてどういうキャリアを積んでいきたいかも見えるように、

研修制度の充実も図っています。

しかしながら、待機が次から次へということもありますので、それをどう解決していく

かは、やはり市町村が親のニーズを聞き取っていく窓口なので、市町村と意見交換を十分

に図りながら、またどこに待機が多く発生している市町村が出て来ているのか連絡を密に

しながら取り組んでいきたいと考えています。以上です。

○荻田委員 しっかり県と市が連携して、市町村の問題意識も共有しながら、今後対応を

ハード面、ソフト面共々に頑張っていただきたいと思います。

通告していませんので、わかる範囲でよろしく。それから次に、がんに特化した関係も

所掌事務として組み入れられていますので、国のがん対策推進基本計画では、２００５年

を基準に１５年、７５歳未満の年齢調整死亡率を、がんで亡くなっておられる方、２０％
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減少を目標にやろうと、厚生労働省から通知、通達をいただきながら、それぞれの都道府

県で頑張って努力をしていただいています。

そんな中で見てみますと、奈良県は２３．３％減少したということです。その要因はそ

れぞれあると思いますが、早期発見となる健康診断が多くなったのだろうということと、

これから奈良県も新総合医療センターを中心にしながら、奈良県のそれぞれの機関では、

それぞれの分野で、例えば都道府県がん診療連携拠点病院として奈良県立医科大学附属病

院が、地域がん診療連携拠点病院として奈良県総合医療センター、近畿大学医学部奈良病

院、市立奈良病院、天理よろづ相談所病院が、地域がん診療病院として南奈良総合医療セ

ンターが、県の地域がん診療連携支援病院として３箇所があり、奈良県下でいろいろそれ

ぞれ特色を生かしたがんの医療体制が構築されていることは、本当に有り難いと思うとこ

ろです。

そういう中で、これからもがんに特化した病院を作っていこうと、荒井知事を先頭にそ

れぞれの病院に頑張っていただいています。保健予防課にお尋ねしますが、がん対策のこ

れから主流となる、県として一番やっていこうという、今、減少率が２３．３％と非常に

目標値から若干進んで有り難いことと思いますが、これからどういった施策をより一層強

めていこうとしているのか、お聞かせください。

○中井保健予防課長 がん対策については、委員がお述べになりましたように、がんの予

防、早期発見が１つの柱になります。それ以外に、がん医療の体制を整備することで、ご

紹介がありましたように、がんの拠点病院または支援病院といわれる病院があります。全

部で９つの主ながんについての専門的な治療を行える病院があります。がんの医療の均て

ん化ということで、今までは南部で医療のできる病院がなかったのですが、今年度の平成

２９年４月から、先ほど申されました南奈良総合医療センターが地域がん診療病院として

国の認証を受け、がんの専門的な治療を行える病院という位置づけになり、一応空白医療

圏は解消された形となっています。

それ以外にがん患者に対してどう寄り添うかということで、相談の支援、就労の支援が

あります。それについても、例えば、がん患者同士がサロンを開催し、そのサロンも先ほ

ど申したような拠点病院に設け、そこでいろいろな悩み等を寄り添いながら聞いていただ

く。または、奈良県立医科大学附属病院やそれ以外の拠点病院もありますが、相談支援セ

ンターというものがあり、患者だけでなく、家族のいろいろな悩みも聞いて、それぞれの

スタッフが丁寧に悩みを解決していく取り組みがあります。
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それ以外に、がんのデータをどのように活用して治療や患者の皆さんに情報を提供する

かという事業もしています。ただデータの種類としては、地域がん登録と全国がん登録が

あります。地域がん登録は、各都道府県で基準を設けて、がんの新規の患者が発生したと

きに、各病院が登録するデータを集めて、全国で集約した結果、地域にまた戻してくると

いうがん登録をしていますが、精度の問題があり、奈良県では２０１２年から精度が上が

り、全国と比較できる状態になっている。そういうがんの登録も重要な事業なので、今後

のデータをどう活用していくか、例えば一つのがんの種類ごとに死亡率の分析をして、地

域的な偏りがないかなど、まだまだ分析ができていませんが、これからの課題だと考えて

います。

主な柱としては、がん医療、がん患者に対する相談支援、それと今言いましたデータの

活用など今後の課題になってこようかと思います。以上です。

○佐藤副委員長 およそ５問、質問をさせていただきたいと思います。そのうち２問は、

先ほど荻田委員からも話がありました保育士についてです。この保育士の確保ということ

で、先ほどこども・女性局長から説明が一緒にありましたけれども、キャリアアップ研修

がされているということで、「平成２９年度一般会計特別会計予算案の概要」の９８ペー

ジにも出ていますように、県で１０分の１０県費で保育士等研修事業ということで上げて

おられるかと思います。

ただ、気になるところが、この計画など今後の計画を改めてお聞きしたいと思います。

厚生労働省の保育士キャリアアップ研修も始まっていますので、今後どのような絡みで進

めていくのか、この保育士研修は、国の制度が始まる前に先んじて県費で、県独自で行わ

れていたと思うのですけれども、大きな転機を迎えていると思います。その点を踏まえて

お答えいただけませんか。

○正垣子育て支援課長 保育士の研修について、国で平成２９年度から民間の保育士等の

キャリアアップの仕組みが導入されることとなっています。この保育士等のキャリアアッ

プの仕組みに対応した研修については、現在、県でその内容等について検討しているとこ

ろです。お尋ねの他府県に先んじてやっていましたグレード研修については、位置づけに

ついて今、検討しています。以上です。

○佐藤副委員長 先んじてやっていたということで、すごくいい着目だったと思います。

ただ、内容をお聞きしていると、実際に最終目標は、保育士の賃金の一部ベースアップを

国としては考えられているようですけれども、県としてはそこまで至らなかったという事
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情をお聞きしています。ぜひ、国のほうもそうですけれども、奈良県としての独自の施策

として保育士の確保につながるように、ぜひあわせわざで進めていただければと思います。

それと、あわせて要支援児保育促進に関して、障害を持つ児童を受け入れられる県内の

保育所の施設数をお答えいただけませんか。気になるところは、予算額が少し少なくなっ

ているということで、数がふえてきているということです。施設数もふえてきているとい

うことですが、本年度に限っては下がってきていることもありますので、あわせて報告を

お願いします。また、その実態、内容も補足して説明をお願いします。

○正垣子育て支援課長 障害児保育に関する補助制度についてです。障害児保育について

は、この補助の実施箇所としては、平成２５年度が４１カ所、平成２６年度が４２カ所、

平成２７年度が５４カ所、平成２８年が５１カ所という状況になっています。

補助事業の内容について、障害児の受け入れ促進という量的な面だけではなく、障害児

保育の質的な面にも着目して、障害児に対して手厚い保育を行えば行うだけ、より厚い支

援が受けられるように改善を図っているところです。以上です。

○佐藤副委員長 実際に施設数としては減っていますが、予算額としては上がっています。

これは対象となる保育士がふえたという認識でよろしかったでしょうか。

○正垣子育て支援課長 予算については、予算時期に市町村に実施の予定を確認していま

す。市町村の予定の数に応じて予算を要求しているものです。保育士の数とは今の時点で

は関係ないと考えています。以上です。

○佐藤副委員長 先ほど保育士の数が足りていないと、確保し切れていないという問題が

出ていましたけれども、この要支援児の現場から伝え漏れてくる言葉で言うと、普通の子

どもよりも見ていないといけないということで、少しでも目を離してうつ伏せで寝ていて

窒息死するという事件もあって、相当保育士が気を使われている現状があると思います。

人手が足りていない中で、さらに普通の子どもを扱うよりも難しい、高度な特殊な取り扱

いの技術も要ると思いますので、ぜひ県独自で進められていた保育士研修事業を、国でキ

ャリアアップ研修が始まったからといってなくしてしまうのではなくて、こういった多様

化していく、国で押さえ切れていない部分のキャリアアップも必要ではないかと考えるの

ですけれども、どうでしょうか。

○正垣子育て支援課長 現在、国で制度として考えておられるキャリアアップの研修につ

いては、経験年数により３年以上、あるいは７年以上とあります。県で従来やっていまし

た研修については、それ以上の年数の方々も対象としていましたので、そのあたりも含め
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て、今後どうしていくかを検討したいと考えています。

○佐藤副委員長 ぜひ前向きに考えていただきたいと思います。

そして、保育士の数ですけれども、お答えいただきたいのが、現在、正規雇用、非正規

雇用の問題があると思いますが、今、実態としてその員数をお答えいただけませんか。

○正垣子育て支援課長 保育士の正規職員、非正規職員の状況について、平成２９年４月

１日時点の状況で、県内で保育士として働いておられる方が４，７９８名です。その中で

正規職員が２，４３８名、非正規職員が２，３６０名という状況です。以上です。

○佐藤副委員長 その中で公立の正規、非正規の数もお答えいただけませんでしょうか。

○正垣子育て支援課長 公立においては、正規職員が１，０２０人、非正規職員が１，２

８４名となっています。以上です。

○佐藤副委員長 ということは、私立で正規は１，４１８名、そして非正規は１，０７６

名ということで認識させていただきたいと思います。１点お聞かせいただきたいのが、こ

の非正規雇用の扱いですけれども、どういった法規によって規定されているのか、把握は

されていますか。

○正垣子育て支援課長 今、保育士については、公立の場合については各市町村で雇用さ

れています。それぞれの市町村の状況に応じて雇用されているところです。その根拠につ

いては、市町村のそれぞれの根拠に基づいて採用されていると考えています。以上です。

○佐藤副委員長 ちょっと聞き方がまずかったですかね。要は、地方公務員法の第３条第

３項第３号並びに第２２条第５項で、以前より私が着任する前の担当から、この非正規雇

用の数については問い合わせを行っていたと思います。その者に対して、今、データがな

いので待ってくださいという回答だったと思うのですけれども、今お聞きしたら、４月１

日には出ていたということで、出たらお答えさせていただきますという答弁をいただいて

いたと思います。この点に関して、なぜ速やかに出ていなかったのかと、そこの点をお答

えいただけますでしょうか。

○正垣子育て支援課長 申しわけございません。数字を把握次第ご報告等させていただき

たいと思います。申しわけございませんでした。

○佐藤副委員長 結構時間がたってしまうと忘れてしまうこともあると思いますので、直

ちに判明した部分については速やかに、持ち帰りとした場合はお答えいただくようにお願

いします。

それと、先ほどなぜ非正規雇用という話をさせていただいたかというと、私立のほうで
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数の実態を見れば何となしに答えは出てくるのですけれども、正規雇用の数が１，４１８

人に対して、非正規雇用が１，０７６名ということで、私立は保育士の確保のために正規

雇用のほうに走っているのです。例えば、ユニクロであるとか、アルバイト店員を正社員

に取り込んでいくと、これから人材確保が難しいと言われている部分については、しっか

りと確保していくように私立の保育園では動いていると。その中で、公立は、やはりコス

ト的な効率を重視しているのか、正規雇用としては１，０２０名に対して、非正規雇用が

１，２８４名と上回っているのです。

気になるところとして、平成３２年に、地方公務員法が改正されます。それで非常勤の

扱いが非常に変わります。そうなってくると、現状の体制等、法規、基準、規定によって

採用されているこの非正規雇用の確保も難しくなってくることになります。そういった点

において、先ほどから申し上げていますキャリアアップ研修であるなど、いろいろ県とし

て独自の取り組みがあると思いますけれども、いかがお考えでしょうか。この点について

は、子育て支援課長ですか、こども・女性局長ですか、どちらでも構いませんので。こど

も・女性局長、お願いします。

○福西こども・女性局長 保育士確保については、先ほど申したように奈良県で課題にな

っているということで、それぞれの捉え方があると思いますが、片や潜在保育士の掘り起

こしをやっている中で、先ほど申したようにニーズを聞き取らせていただいています。そ

の中で、正規をまずご本人が望まれているかどうかということもあります。また別の話と

して、公立で非正規がふえている、その雇用体系の角度から見た場合に、安定した雇用と

してはどうかということがあると思います。

その中で、市町村が聞き取るところによると、やはり空き状況によるなど、これからの

見通しによって、少子化が進む中で保育士をどういう形で存続させていくのか、これも一

つの市町村の大きな政策になってくると思います。その中でどういう雇い方をしていくの

かということが今、話として出てきていると。

だから、非正規でいいか、正規が、それは非正規でということがあるのですが、また根

底にご本人のご意思があることと、雇い入れ側が、おっしゃったように社会の情勢の中で

正規を確保したい思いがあるところは、民間は特に早くありますので、いろいろな対策を

とりながら、また望まれた場合、非正規を雇用しながら正規転換すると、なれていただい

た段階で転換する、雇用主もこの人ならばということで転換するのも聞き取っています。

そういう点では、やはりいろいろな制度と、あと本人の意向など相まった中でこの問題は
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解決していくと考えています。先ほど申しましたが、市町村と何とか公立の問題に係りま

しては、現状で希望されない雇われ方をしているなどに対しては、耳を傾けていきたいと

考えています。以上です。

○佐藤副委員長 ぜひ真剣に考えていただいて、現状に即した形で対応していただきたい

と思います。

ただ、私立と公立で立ち位置が少し変わるのが、この地方公務員法改正で大きく非正規

雇用しづらくなるという言い方もできます。それで、そうなってくると私立に行っていた

ほうがよいと判断されて、公立の保育士の確保も非常に難しくなってくると思いますので、

現状に即して、ご本人の意思も大切ですけれども、その言いわけにならないようにぜひ進

めていただきたいと思います。

続いて、児童手当の給付についてご確認をさせていただきたいと思います。これは市町

村事務になりますので、県としては実態把握ということで押さえられているかどうかの質

問です。去る住民基本台帳の改正で、児童手当法における外国人にかかわる事務の取り扱

いについて、厚生労働省から都道府県知事宛てに在留状況の把握と台帳及び索引票につい

て、受給者等かかわる分を分類整理することと通達が出ていますけれども、現状での奈良

県での受給者やその推移、分類整理把握されているかどうかお答えいただけますか。

○正垣子育て支援課長 児童手当における外国人の取り扱いについてです。奈良県におけ

る児童手当の支給状況について、平成２８年２月末時点で、受給者数については９万８，

３０１人、そのうち外国人は５９６人となっています。児童手当を受給されている県内の

外国人数の推移については、平成２６年２月で６３７人、平成２７年２月で５４２人、平

成２８年２月で５９６人となっています。以上です。

○佐藤副委員長 この外国人の児童手当給付については、国籍も要らず、そこに住めば直

ちに支払われるもので、厚生労働省からの通達にも、その取り扱いについては緩和するけ

れども、十分厳格に取り扱ってくださいと都道府県知事に連絡が来ていると思います。一

市町村では、その実態把握はなかなか難しいと思いますので、今後、県のほうで取りまと

めるデータもあると思います。そういったところで急激にふえていないか、そういったと

ころの注意もぜひしていただきたいと思います。一番許されないのは不正受給です。しっ

かりと必要としている方には払われるべきだと思いますけれども、そういう不正について、

温床になりやすい部分については特に目を光らせる必要があると思いますので、よろしく

お願いします。今後この児童手当についても、総額で３１億９，７００万円と莫大な予算
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が投じられることになりますので、十分に守っていただきたいと思います。

それと、晩婚化が叫ばれている中で、未婚率と離婚率についてお聞きしたいと思います。

今、晩婚化が叫ばれていると申し上げましたけれども、生涯独身率も上がってきているわ

けです。その中で行政としては、Nara婚等に予算を投じて乗り出していると思いますけれ

ども、この未婚率と離婚率について、計画、対処法、お考えがあるなら、お答えいただけ

ませんか。

○金剛女性活躍推進課長 それでは、未婚率と離婚率の現状、それを踏まえたそれぞれの

県の対策についてお答えさせていただきます。

まず、奈良県の未婚率、これは本県が合計特殊出生率が大変低い大きな要因となってい

ますが、平成２７年度国勢調査においては、２５歳から３９歳で、未婚率は男性が５０．

１％、約半分で、高いほうから数えて全国で１３番目、１３位です。女性は約４割、４１．

４％が未婚で、女性は全国４位と大変高くなっています。

そして、まずこの未婚に関する対策について先にお答えさせていただきます。県が平成

２５年に実態調査、意識調査をしたところ、若者が独身でいる理由として、適当な相手に

めぐり会わないとご回答をされている方が大変多くなっています。県では平成１７年度か

ら企業や店舗等に、なら結婚応援団に登録をいただき、出会いイベントや婚活に向けたセ

ミナーなどを開催していただいているところです。大変ご協力をいただいています。今年

度は、これに加えて、さらに企業や店舗等だけでなく、多様な主体による結婚応援活動を

広げていきたいと考えており、市町村、民間団体等との連携体制の強化、企業への働きか

けをしっかりやっていきたいと思っています。

具体的な取り組みですけれども、まず市町村との連絡会議は５月に立ち上げて、６月に

は経済労働関係団体、結婚応援団員とともにネットワーク会議を立ち上げています。そし

て、これらの連携の枠組みを生かして、先ほど委員もお触れいただきましたが、婚活イベ

ントの集中開催と広報なども実施しています。同じ問題に取り組んでいる者同士の意識の

共通化、イベントの質の向上に取り組んでいるところです。

なお、結婚支援に対する県の考え方ですが、あくまで個人の意思に基づいて結婚は決め

ていただくものであると考えていますので、個人の意思を尊重して、特定の結婚価値観の

押しつけにならないように留意をして、慎重に進めたいと考えています。

次に離婚についてです。本県の離婚率は、厚生労働省の調査で離婚率が出ていますが、

全国順位は高いほうから３１番目、３１位ですので、余り高くはない状況です。
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離婚に対する対策ですけれども、まず、離婚についての県の考え方ですが、県が平成２

８年に策定している男女共同参画計画でもあります奈良県女性の輝き・活躍促進計画の基

本理念で掲げているのですが、男女ともにライフステージの各段階で多様な選択肢の中か

らみずからの道を選択できる社会の実現を目指すとしています。離婚という選択も結婚の

選択と同じように、それぞれの方がみずからの意思で結論を出していただいて選択してい

ただく一つの道であると考えています。しかし、全く県は関与しませんということではな

く、現在行っている取り組みとしては、女性センターにおいて、男女の生きる上でのさま

ざまな悩みに対応するための女性相談窓口、男性の相談窓口も設置をしています。この相

談対応の中で、よりよい夫婦関係を築きたい、夫婦問題で悩んでいるとか、離婚を選択す

べきかどうかで悩んでおられる方の相談も多数来ていますので、こういった方々に対して

専門の相談員が気持ちに寄り添いながら、みずからが納得のいく結論を出していただける

ように電話相談、面接相談に応じています。実績件数ですが、平成２８年度は夫婦関係の

悩み、法律問題について、延べ約９００件、延べですので同一人物の方が重なっています

が、相談対応させていただいたところです。また、必要に応じ弁護士による法律相談もご

利用いただいています。

このように夫婦関係を継続するかどうか、繰り返しになりますが、みずからが納得した

ご判断をしていただけるように、悩みを受けとめて寄り添うサポートを引き続き県として

実施してまいりたいと考えています。以上です。

○佐藤副委員長 先ほど最新データを用いてお答えをいただいたと思います。結婚適齢期

にある女性の比率が一時期全国１位という数字も出ており、非常に危惧をしていました。

それについては、結婚促進ということで、各事業課予算を盛り込んで計画を立てていただ

いていると思います。

その中で、これが離婚率の部分ですが、最近気になるデータを手に入れており、フリッ

プを使わさせていただきます。

先ほど奈良県での離婚率は低いと、３１番目と、お答えいただいたと思いますが、厚生

労働省から発表になっているところで、離婚率は相対的には下がってはいるのです。ただ、

そこで気になるのが、２０代から３０代の離婚率が非常に近年高まってきていることがあ

り、下がっているにもかかわらず、ここで出ているのは、１９歳以下、２０歳から２４歳、

２５歳から２９歳、いずれもトップ、ワン、ツー、スリーで決めて、ぐっと最近上がって

きているというデータが出てきています。奈良県での３０歳以下の若年層の離婚率は把握
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されていますか。

○金剛女性活躍推進課長 国の調べたデータ等はあるかと思いますが、今お答えできるも

のは持ち合わせていません。以上です。

○佐藤副委員長 実態を把握したいと思っていますので、そのデータは後ほどお示しして

いただけませんか。

実は未婚率の点においても、奈良県の２０代後半の未婚率は、男性が７２．７％で全国

３位、女性は６４．６％で全国１位という形になっています。つまり２０代の未婚率、そ

して離婚率、これが最近異様に高い数値を示している実態が報告されています。それにつ

いて、婚活という部分は非常に行政体としても考え方を変えて、街コンであるなど、企業

への働きかけをされていると思うのですけれども、離婚という部分は特別予算が見当たり

ませんでした。ついでにやりますという形ですけれども、今後この離婚率を上がらないよ

うに活動している団体もあります。婚育という部分で、婚活ではなく、結婚して夫婦生活

の中で質を向上させていくという考え方で婚育活動、結婚とは何ぞやと、夫婦とは何ぞや

ということも教えておられる団体もあります。学校で教えられない部分ではあると思いま

すが、そういった部分についてはいかがお考えでしょうか。

○金剛女性活躍推進課長 民間のグループあるいは団体においてそのように、正しいと思

うことを広めていきたいという活動をされるのは、もちろん自由にやっていただきたいと

思いますけれども、県の考え方としては、離婚防止対策という観点は考えていませんので、

県としてそのような団体、活動をバックアップするとか、広めるとかということは現在考

えていません。以上です。

○佐藤副委員長 そこの部分は両サイド、未婚率と離婚率は相関関係にあると考えていま

す。合計特殊出生率も、２０代での結婚を大切に考えないと、やはり生涯出生率、出生児

数も変わってくるというデータもありますし、今、晩婚化がどんどん進んでいる中で、緊

密な相関関係が私はあると考えていますので、今後も話をさせていただきたいと思います。

もう一つ、先ほど女性センターの話もありましたけれども、男性がこうむるＤＶについ

てお聞かせいただきたいと思います。離婚の第１位は、男女ともに性格が合わないという

ことで、男性、女性とも１位に上げられています。ただ、気になるのが、男性のほうは、

しばらく見ていなかったのですけれども、周りでも聞くこともあり、男性が被害者となる

ＤＶが発生していると思います。離婚理由の２位に、実は精神的に虐待されるという項目

が上がっています。そして暴力が８位に入ってきています。トップテンの中に、１位は性



- 15 -

格が合わないで、これは理解できるのですけれども、男性がおとなしくなった、優しくな

ったということもあると思うのですけれど、２位に精神的に虐待されると、妻からの暴力

が８位で、離婚理由の約２０％に男性がＤＶされているという報告もあるわけです。

実際に警察庁のデータから、平成２３年には男性がやられているということで、１，１

４６件報告されています。その後、５年後となる平成２７年には７，５５７件で実に７倍

近い増加です。女性との対比ですけれども、女性は平成２７年で５万５，５８４件、７，

５５７件は男女合わせて相対比率でいうと１２％、少ないことは少ないですけれども、最

近そういう気になるデータが上がってきています。

そこで、相談窓口が女性センターにあると聞いているのですけれども、なかなか男性が

相談しにくいという環境があります。また、女性センターで相談も受けられるということ

ですけれども、女性センターという名称が目の前にあると、なかなか敷居が反対に高くな

ってしまうのではないかと危惧するわけです。中に気持ちを殺してしまって、押し込んで、

離婚に至ってしまうことが考えられると思うのですけれども、その点はいかがお考えでし

ょうか。

○奥田こども家庭課長 男性のＤＶ被害というのですか、そういった相談の状況ですけれ

ども、まずその状況についてご説明します。

奈良県では、ＤＶ相談を受けている箇所が３カ所あります。中央こども家庭相談センタ

ー内に配偶者暴力相談支援センター、高田こども家庭相談センター、もう一つが今、女性

センターの中での男性のための相談窓口と、この３カ所で受け付けています。男性からの

相談実績ですけれども、平成２８年度において３件ありました。このうちの１件が、先ほ

どから話に出ています女性センターでの男性のための相談窓口での相談という状況です。

状況としては、以上です。

男性の方も相談しやすいように、県ではこういった男性の方が、この男性相談窓口とあ

わせて、配偶者暴力相談支援センター、こども家庭相談センターで受け付けをしているの

ですけれども、これも男性も女性も一緒で、必ず性別にかかわらず、ご来所いただく場合

には人の目につかない個室で、また落ちついた環境で対応できる形で対応させていただい

て、男性の方にもお越しいただけるように対応しているところです。

○佐藤副委員長 追加補足の説明でいただいたように、やはり来ていただきやすくする受

け入れ側の姿勢もあると思います。現状では、男性がどうして女性からそういうＤＶを受

けるのか、信じられないという雰囲気がまだまだ根強く残っていると思います。３件とい
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う報告で、確かに少ないと思いますけども、私はこれは氷山の一角と思っています。周り

の心当たりがある男性も、私のところに、実はこんな感じというので話もありました。ま

だまだ潜在化していますので、この離婚率と合計特殊出生率、未婚率、そういった部分が

密接に絡んでいる問題と思います。少子高齢化という問題を多角的に捉えていくには、各

所連携して、これまでそうだったからそうだという概念ではなく、現状のデータをうまく

活用していくことが必要と思いますので、今後とも尽力していただきたいと思います。質

問は以上です。

○大国委員長 先ほど質問のありました、金剛女性活躍推進課長、若年層の離婚率のデー

タは出せますか。

○金剛女性活躍推進課長 出せるかどうかを含めて、確認しまして、ご回答させていただ

きます。

○大国委員長 わかりました。

他にございませんか。ほかになければ、これをもちまして質問を終わります。

それでは、理事者の方はご退室願います。

委員の方はしばらくお残りいただきたいと思います。

（理事者退室）

それでは、本日の委員会を受けまして、委員間討議を行いたいと思います。

委員会討議でも、インターネット中継を行っておりますので、マイクを使って発言をお

願いいたします。

まず初めに、８月に行いました県内調査の概要につきましてご報告させていただきます。

それでは、県内調査の概要を先ほどお配りをさせていただいておりますので、ごらんを

いただきたいと思います。

県内調査は、平成２９年８月３日に実施し、天理市テレワークセンター、奈良しごとｉ

センター、奈良県女性センターについて調査を行いました。

調査の概要といたしまして、天理市テレワークセンターでは、場所や時間を有効に活用

できる柔軟な働き方が可能なテレワークという場を提供することで、通勤負担の軽減や生

活効率の向上を実現するとともに、新たな雇用を掘り起こし、若い世代の市外転出を抑制

して現役世代を市内にとどめる取り組みを行っておられました。

また、奈良しごとｉセンターにおきましては、仕事を探す人の総合就職相談窓口であり、

同じ建物内に、子育て女性、母子家庭のお母さん等に特化した相談窓口がありました。そ
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こでは、さまざまな悩みをじっくり聞き、適切な助言を行うことにより、相談者が課題を

整理し、自己肯定感を持って、就職活動に前向きに取り組めるよう支援を行っておられま

した。

また、奈良県女性センターでは、男女がともに支える暮らしやすい奈良県を目指し、男

女共同参画推進のための拠点施設として、固定的な性別役割分担意識の解消、女性のエン

パワメント・活躍支援などさまざまな取り組みを行っておられました。

以上、県内調査の報告といたします。

それでは、ただいまの報告を含めまして、今後当委員会の所管である少子化対策、女性

の活躍促進について、委員間討議などで議論を深めてまいりたいと考えております。各委

員からの今後の取り組みについて、ご意見やご提案があればと考えておりますが、ござい

ましたらご発言をお願いしたいと思います。

○中村委員 女性の活躍について、いろいろ議論もあるが、しかしながら、中学、高等学

校、短大、大学を卒業して新規で就職する方、あるいは途中で結婚をされて仕事をやめて

再就職をされる方、いろいろな女性の就職があります。仕事の選択肢も、根本的にはそれ

ぞれの家庭の事情によって、もう一つは本人の持てる技量によっても変わってくる。そう

考えますと女性が本当に活躍するということの意味は、一つの職業に定着をして、そこで

一生懸命やっていくことだと、私はそう思っているのです。そうしますと、最終的には、

やはり家庭をお持ちの方、未婚の方でも、仕事に意欲を持って夢と希望を持つ方は当然で

すけれども、給与だと思うのです。給与がある程度なければ、男も女も安心して働けない

と思うのです。

そこで、女性が活躍する社会をつくるために、一体どんな役割が県にあるのか、以前か

らこのような委員会をつくりやっているのですけれど、県はあくまでも現況を見ながら、

県が主導をしてやっていくということではなく、各人が持っている能力などを発掘し、目

覚めさせて、補助的と言えば語弊あるのですけれど、そういう立場にあるのではないか。

きょうも聞いていて、ＤＶの問題でも、根本的に解決するのであれば、女性センターで

はなく、警察です。暴力事件であるから、刑法に触れる話になってくるわけです。警察と

一体して、必ずＤＶのときには警察が関与するほうが根本的な解決になる。今、県がして

いるのは初歩的な段階にとどまっているけれども、警察を介入して三者で相談することが、

ＤＶをなくせる対策だと思っているのです。

だからこの女性が活躍する社会を実現するためには、本人の自覚もさることながら、女
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性の給与をどの程度確保するのか。その中で県の事情もあるけれども、奈良県で働く女性

の給与、これを雇用全体の問題の中で解決していくべきだと思っています。

少子化対策もそうですけれども、昔は生めよふやせよとしていましたけれども、このご

ろはそういう環境にはないわけです。それならば一体どうするのだと。生めよ生めよ言っ

ても、結婚しなかったら生まれないですから。そうすると、何が問題なのかというと、雇

用や給与など経済的な問題を県が少しでもサポートして、かさ上げするような対策をしな

いと、一朝一夕にはこの問題は解決しませんが、諦めることなく、雇用ということに着目

してやっていくべきではないかというのが、私の現在の対策です。

少子化について、個人的なことですが、息子は３５歳ですけれども、４人も男の子がい

ます。３５歳で４人も子どもを生んで、原因が何かと言うと親は貧乏人ですけれども、子

どもの給与は高いわけです。東京で、親の給料は低くても、親が全然面倒を見なくても、

子どもはそうしてやっていくわけです。やはり雇用、給与、その辺に着目すると、看護師

の問題一つにしても、劣悪な条件と言っているけれども、これも給与です。奈良県の給与

が安いから、京都府や大阪府へみんなとられてしまうのです。だから、医師の問題でもそ

うです。奈良県のドクターよりも、大阪や大都市のドクターのほうが給与が高いわけです。

だからどうしても向こうへ行くという、これはもう愚痴です。愚痴なのですけれども、所

見の一端を申し上げます。実例も言っておかないと。

○大国委員長 貴重なご意見です。

○山本委員 私の場合は、この少子化対策の委員は初めてで、少子化や女性活躍の今後の

提案は今すぐ見当たらないのですけれども、今後の方向というよりも、きょう聞いていて、

荻田委員や佐藤副委員長がるる少子化に対してご質問をされました。くしくも今度代表質

問で私はそういう点を取り上げさせていただいて知事に聞くわけですけれども、大体の答

えはきょう返ってきたというところがあるのです。それと知事がイコールなのかどうかも

踏まえて、少子化対策について質問します。だからその点もご了解していただいて、それ

以後に予算審査特別委員会にも入っていますので、今後の委員間討議でも提案できるよう

な内容にしていきたいと思っていますので、とりあえずご報告かたがた、ご了解をよろし

くお願いしたいと思います。

○川口（延）委員 特にないのですけれども、子育て世代として一言。きょう、山村委員

からも学童保育の話で、利用料の話もありました。今まで幼稚園と保育園というと幼稚園

のほうが多かった時代から、保育園の利用者がふえ、そのまま小学校に上がっていかれる
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と。で、小学校に上がったからといって、親が仕事をやめるわけでもなくて、長い時間見

てもらわないといけない。利用料だけではなくて、量の確保が、圧倒的に足りてきていな

いのも事実だと思います。これからよく待機児童というと保育園のイメージありますけれ

ども、学童保育の待機という部分でもっと着目をしていかなければならないとも思います。

保育料に関しては所得に応じてということですけれども、世帯での所得で結構見られる

ので、お母さんがパートや非正規で働きながら保育園へ預けていると、何のために私は働

いているのかという世帯が非常に多いのも一つの案件ではないのかと思います。これから

相対的に見ながら意見を交わしていけたらと思っています。以上です。

○山本委員 学童保育の話が出たので、本当に学童保育の受け入れ場所が足りないのが事

実です。ただ、私のところを言えば、明日香村は、今まで保育園で、保育園の延長でやっ

ていたのですけれども、今は行政が小学校の空き部屋を使って、改修をして学童保育を受

ける。ただ、これは学校は文部科学省ですから、それまでの保育園がする場合は厚生労働

省の管轄ということで、行政のすみ分けをこれからまた話し合いをしていかなくてはいけ

ないのですけれども、要は小学校の空き室を使うことをもっともっとふやしていくという

ことは、この中での提案としていけるのではないかと。高取町は別でつくりました。小学

校の運動場の片隅にそれなりの別の建物を建てて学童保育をしていると。橿原市は、認定

こども園を推進して５つの認定こども園をつくった上に、また学童保育をしているという、

それぞれの自治体でやり方は違うのですけれども、こういう特別委員会ができて、提案と

しては学童保育に着目して、それなりの受け入れの場所をふやすのに学校の空き部屋を使

っていくというのはいいのではないかと思っています。

○山村委員 皆さんからご意見が出されていますが、中村委員がおっしゃった経済的な問

題がすごく大きいと思うのです。子どもを生み育てられない原因の大きな理由が、経済的

な負担が大きいというのがどんな調査でも必ず出てくるので、そこの部分で県として何か

支援できるものがあれば、それをいろいろな形で、県の状況によって違うと思うのですけ

れど、奈良県ではこういうところに特に力を入れるべきではないかということができると

いいと思っています。

学童保育の問題もそうですけれども、保育所もそうですし、いろいろな子育て上の悩み

がお母さん方にはいろいろあって、若い子育て世代の方もいらっしゃるので、直接その声

も聞けるのですが、委員会として私は実際に子育てをされているお母さんの団体や女性団

体など、そういう方と懇談をして、実際に苦労している部分はどこなのかという話をお聞



- 20 -

きする場があると、非常にいいのではないかと。私たちも勉強になります。私はもう孫の

世代になっていますけれど、そういうことを提案したいと思います。

○荻田委員 こうなったらしゃべらなければ、ならなくなります。実は、私の事務所に、

５人子どもがいる方が事務として働いてくれています。児童手当は、支給日が３カ月に１

回か、そういう期間ですけれど、できれば毎月あげるとか、そういうシステムに構築でき

たらと思っているのです。大変だろうと思いますけれども、給与が安定していたらいいの

です。そういうところでは今、県の職員、あるいはまた地方公共団体で勤めている共働き

の職員は、ずっと経過をたどっていると、子育てが終わって、子どもたちも独立をして、

ぼちぼち退職を迎えることになれば、非常に安定した職場にいたおかげでいい二次の生活

ができるという、みんながそういう形だったらいいのですけれども、そういう環境改善は

必ずしも十分でないというのは、それぞれの企業ですからいろいろな条件があるわけです。

一度我々の委員会としても、雇い入れている方々の企業家の人たちにも意見を聞いたり、

そういったことも必要ではないかと思います。できればひとつご協力いただける経営者協

会、商工会議所もそのとおりですけれども、いろいろな情報を共有することが、ひいては

女性の活躍社会へ、より一層効果が上がっていくのではないかと思ったりしますので、よ

ろしくお願いします。

○中村委員 自由討議ですから、児童手当の問題で、第１子、第２子、金額もさることな

がら、お金を親に渡すわけです。そうしたら中には、非常に程度の悪い親がいっぱいいて、

パチンコや、酒代に消えていくわけです。学校などに持っていくお金を使い込む親が多い

のです。だから、この児童手当の支給形態を、変えていくのも一つの方法だと思う。それ

で貧困世帯とか言っているけれど、現実にはそういうことで貧困にならざるを得ない世帯

もいっぱいいるのです。だから、ここの委員会で児童手当の現在の制度を見直す。そして

奈良県方式を全国に提案するということも。以上です。余計なことを言いましたか。

○佐藤副委員長 いつも話が長くて申しわけありません。とりあえず精いっぱい、全力で

させていただきたいと思います。

まず１点、県内調査の件できょう、最後に飛んでしまって言うのを忘れたのですけれど

も、女性センターという名称が私はどうしてもひっかかるのです。男女相談センターであ

るとか、そのネーミングのほうがよいのではないかと。相談しづらいのではないかという

ことも感じました。視察を回っている中で、中村委員がいろいろ質疑をされて非常に感銘

を受けました。実態として、それでは聞いているだけではないかと。どこかと連携して、
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先ほど言われましたけれども、警察との連携であるなど非常に大切と思います。事業その

ものの見直しも私は必要だと思いました。現状、利用されている方の声が反映されない、

例えばアンケート用紙がないなど、少なくとも今、フローとして行っている業務が、手直

しが必要でないかと思いました。

それと、今回の委員会で、がんのほうが入っており、実は私の会社でも１人出てしまっ

たのですけれども、小児がんの問題があり、子どもがそういう状態になってしまい、働き

に来たいけれどなかなか働きに来られない。私は社長をやっていましたので、できるだけ

フォローアップはしたのですけれども、小児がんを調べていきますと非常に数も大きくな

ってきているということで、今回はがんも範疇に入ったということで、小児がんも今後、

考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。

○大国委員長 他にございませんか。

これをもちまして委員間討議を終わります。

それでは、これをもちまして本日の委員会を終わります。


